
※お問い合わせは，最寄りの簡易裁判所まで

糸魚川簡易裁判所 941-0058 新潟県糸魚川市寺町２－８－２３ （０２５）５５２－００５８

佐渡簡易裁判所 952-1324 新潟県佐渡市中原３５６－２ （０２５９）５２－３１５１

高田簡易裁判所 943-0838 新潟県上越市大手町１－２６
簡裁訴訟・調停・支払督促係

（０２５）５２４－５２０９

柏崎簡易裁判所 945-0063 新潟県柏崎市諏訪町１０－３７ （０２５７）２２－２０９０

南魚沼簡易裁判所 949-6680 新潟県南魚沼市六日町１８８４－子 （０２５）７７２－２４５０

民事係

（０２５８）３５－２３２８

十日町簡易裁判所 948-0065 新潟県十日町市子４４２ （０２５）７５２－２０８６

長岡簡易裁判所 940-1151 新潟県長岡市三和３－９－２８
民事受付

（０２５８）３５－２３２８

民事係（訴訟・調停・支払督促）

（０２５４）２４－８７５２

村上簡易裁判所 958-0837 新潟県村上市三之町８－１６ （０２５４）５３－２０６６

三条簡易裁判所 955-0047 新潟県三条市東三条２－２－２ （０２５６）３２－１７５８

新発田簡易裁判所 957-0053 新潟県新発田市中央町４－３－２７
民事受付係

（０２５４）２４－８７４５

（０２５）２２２－４２６９

新津簡易裁判所 956-0031 新潟市秋葉区新津４５３２－５ （０２５０）２２－０４８７

受付・調停センター（支払督促）

（０２５）２２２－４２７５

民事係

新潟簡易裁判所 951-8512 新潟市中央区学校町通１－１
受付・調停センター（民事受付）

（０２５）２２２－４２７２

〈新潟県内の簡易裁判所一覧〉

名　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電　話　番　号

トラブルの発生 

Ｑ．民事調停を申し立てたいときは，どこの裁判所に申し立てればよいですか？ 

Ａ．原則として，相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に，申し立てる必

要があります。受付窓口では，調停手続の概要や申立ての方法の説明を受けることができ

Ｑ．申立てから解決するまで，どのくらいかかりますか？ 

Ａ．民事調停にかかる期間は，事案にもよりますが，平均すると２～３か月です。通常は

その間に２，３回，裁判所に来ていただくことになります。 

Ｑ．法律のことはよく分からないのですが，自分でも申し立てることはできますか？ 

Ａ．簡易裁判所の窓口にいくつかの種類の定型の申立書が備え付けてありますし，申立書

に記載する内容は，訴状ほど厳格ではありませんので，ご自分で比較的簡単に申し立てる

ことができます。 

Ｑ．民事調停では，どのような費用が必要ですか？ 

Ａ．民事調停では，費用として申立手数料と郵便切手が必要となります。申立手数料は，

訴え提起の手数料より安くなっています。例えば，１０万円の貸金の返済を求める調停を

申し立てるための手数料は５００円です。 

受  付 

受 付 窓 口 

申 立 て 

受付では，調停手続
の費用や申立ての方
法の説明を受けるこ
とができます。 

受付に申立書を提出
してください。 

民 事 調 停 手 続 の 流 れ と Ｑ ＆ Ａ 

○お金の貸し借り ○売買代金の支払い 
○交通事故の損害 ○近隣関係 ○建物の明渡し 

例えば… 

 

 

取引先に商品

を納めたのに

代金が支払わ

れない。 

知人にお金を

貸したけど，

なかなか返し

てもらえない。 

交通事故に 

巻き込まれた. 

車の修理代を

払ってほしい。 

当事者同士では，うまく解決できないことも… 

こんなとき，あなたはどうしますか?! 

ご存じですか？ 
簡易裁判所の「民事調停」 

話し合いによって 

トラブルを解決する 

手続が，裁判所に 

あります。 

新 潟 地 方 裁 判 所 

そんなときは・・・ 

http://www.courts.go.jp/niigata/ 


